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埼玉県介護福祉士等修学資金貸付事業実施要領 

 

平成２１年３月２５日  

改訂 平成２２年３月２３日  

 

第１条 目的 

この要領は、社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会（以下、「県社協」という）が「埼玉県介護福

祉士等修学資金貸付制度要綱（社福第２６５４号平成２１年３月６日付福祉部長決裁。以下「要綱」

という）」に基づいて実施する、介護福祉士等修学資金貸付事業に関し、その取扱い等について定

める。 

 

第２条 貸付事業の実施主体 
 貸付事業は県社協が行うものとする。 
 

第３条 貸付対象者 

 次の各号の全てに該当する者とする。 
（１）「社会福祉士及び介護福祉士法」第７条第２号若しくは第３号又は第３９条第１号から第３号での

規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生大臣の指定した養成施設

（以下「養成施設等」という。）に在学する者 
（２）原則として県内に住民登録をしている者であって、卒業後、県内（別表に定める施設において従

事する場合は全国の区域とする。以下同じ。）の社会福祉施設等において、別表に定める介護・相

談援助等の業務に従事することが確実であると認められる者 
（３）成績優秀であり、かつ家庭の経済状況等から真に本修学資金の貸付が必要と認められる者 
 

第４条 貸付期間及び貸付額 
１ 貸付期間は養成施設等に在学する期間とする。 
２ 貸付額は、月額５万円以内とする。ただし、貸付の初回に入学準備金として２０万円以内を、最

終回に就職準備金として２０万円以内をそれぞれ（貸付対象者が社会福祉士短期養成施設等に在学

する者である場合にあっては初回又は最終回のいずれかに限る。）加算することができる。 

 

第５条 申請手続 

修学資金の貸付けを受けようとする者（以下、「借入申込者」という。）は、次の各号に掲げる

書類を県社協会長に提出しなければならない。 

（１）貸付申請書（様式第１号） 

（２）誓約書（様式第２号） 

（３）養成施設等の長の発行する推薦書（様式第３号） 

（４）その他必要と認められる書類 

（５）複数年度にまたがって貸付けを受けようとする者は、年度が変わった際に、養成施設等の長の発行す

る在学届（様式第４号） 
（６）中高年離職者（入学時に４５歳以上の者であって、離職して２年以内の者をいう）が修学資金の

貸付けを受けようとする際には、離職して２年以内であることが確認できる書類 
 

第６条 連帯保証人 
１ 借入申込者は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、借入申込者が未成年者である場合

には、連帯保証人は法定代理人でなければならない。 
２ 連帯保証人は、修学資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。 

 

第７条 貸付決定通知等と借用証書の提出 
１ 県社協会長は、第５条の書類の提出があったときは、審査し、貸付けの可否を決定し、貸付ける
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旨を決定したときは、貸付額及び貸付期間を、貸付けない旨を決定したときは、その旨を借入申込

者に通知するものとする。 
２ 前項による貸付決定通知を受けた者は、県社協会長に、印紙税法に定める額の収入印紙を貼り付

けた借用証書（様式第５号）と併せて、印鑑登録証明書を提出するものとする。 
 

第８条 貸付方法及び利子 
１ 修学資金は、県社協会長と貸付対象者との契約により貸付けるものとする。 
２ 利子は、無利子とする。 

 

第９条 貸付金の交付方法 
 貸付金の交付は、原則として、分割の方法によるものとする。 

 

第１０条 貸付契約の解除及び貸付けの休止 
１ 県社協会長は、貸付の決定又は交付を受けている者が次の各号の一に該当するときは、その契約

を解除するものとする。 
（１）退学したとき。 
（２）心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。 
（３）学業成績が著しく不良になったと認められるとき。 
（４）死亡したとき。 
（５）修学資金の貸付契約の解除を申し出たとき。 
（６）修学資金を貸付けることが適当でないと認められるに至ったとき。 
２ 県社協会長は、貸付の決定又は交付を受けている者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、

貸付金の交付を休止するものとする。 
 

第１１条 返還 
１ 修学資金の貸付けを受けた者は、次の各号の一に該当する場合（他種の養成施設等における修学、

災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由がある場合を除く。）には、貸付けを受けた修学資金を返

還しなければならない。 
（１）修学資金の貸付契約が解除されたとき。 
（２）当該養成施設等を卒業した日から１年以内に介護福祉士登録簿若しくは社会福祉士登録簿に登

録せず、県内において、別表に定める介護・相談援助等の業務に従事しなかったとき。 
（３）県内において別表に定める介護・相談援助等の業務に従事しなくなったとき。 
（４）業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。 
２ 貸付けを受けた修学資金の返還は、貸付けを受けた期間の２倍に相当する期間内で返還するもの

とする。 
 
第１２条 返還の債務の履行猶予 
１ 当然猶予 

修学資金の貸付けを受けた者が次の各号の１に該当する場合には、当該各号に掲げる事由が継続

する期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予される。なお、修学資金の返還の債務の履行を猶予

する期間は、原則として１年以内とする。 

（１）修学資金の貸付契約を解除した後も引き続き当該養成施設等に在学しているとき。 

（２）当該養成施設等を卒業後さらに他種の養成施設等において修学しているとき。 

  ２ 裁量猶予 

修学資金の貸付けを受けた者が次の各号の１に該当する場合には、当該各号に掲げる事由が継続

している期間、履行期限の到来していない修学資金の返還債務の履行の猶予を受けることができる。

なお、修学資金の返還の債務の履行を猶予する期間は、原則として１年以内とする。 

（１）県内において第１３条第１項に規定する業務に従事しているとき。 

（２）災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるとき。 
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第１３条 返還の債務の当然免除 
１ 修学資金の貸付けを受けた者が次の各号の１に該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務

を免除するものとする。 

（１）養成施設等を卒業した日から１年以内に埼玉県内において別表に定める介護・相談援助等の業

務に従事し、かつ、５年間引き続き(他種の養成施設等における修学、災害、疾病、負傷、その他

やむを得ない事由により当該業務に従事できなかった場合は、引き続き当該業務に従事している

ものとみなす。ただし、当該業務従事期間には算入しない。)これらの業務に従事したとき。 

（２）前号に定める業務で、別表に定める施設に勤務する場合は、全国の区域とする。 

（３）過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）第２条第１項に規定する過疎地域に

おいて、別表に定める業務に従事した場合又は中高年離職者が別表に定める業務に従事した場合

にあっては、３年間引き続き業務に従事したとき。 

２ 前項に規定する業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する

心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。 
  
第１４条 返還の債務の裁量免除 

修学資金の貸付けを受けた者が、次の各号の１に該当するに至ったときは、県社協会長は、貸付け

た修学資金（既に返還を受けた金額を除く。）に係る返還の債務（履行期限が到来していない部分に限

る）の全部又は一部を免除できる。 

（１）死亡し、又は障害等により貸付けを受けた修学資金を返還することができないと認められると

き。 

返還の債務の額（すでに返還を受けた金額を除く。以下同じ） 

（２）修学資金の貸付けを受けた期間以上、県内の社会福祉施設等において第１３条第１項に規定す

る業務に従事したとき。 

   返還の債務の額の一部 

 
第１５条 延滞利子 
  修学資金の貸付けを受けた者が正当な理由がなく修学資金を返還しなければならない日までにこれ

を返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべ

き額につき年１４．５パーセントの割合で計算した延滞利子を納めなければならない。 
 

第１６条 報告の要求 

  県社協会長は、必要があるときは、修学資金の貸付けを受けている者又は受けた者に対し、修

学資金の貸付けの目的を達成するために必要な報告を求めることができる。 
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別表 修学資金の返還債務の免除に係る対象業務（例示） 

 

 

１ 埼玉県内で以下の施設、職種で業務に従事 

（１） 昭和６３年２月１２日社庶第２９号社会局長・児童家庭局長連名通知「指定施設におけ

る業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」

の別添１に定める職種 

（例：知的障害児施設の児童指導員、老人デイサービスセンターの生活相談員、市町村

社会福祉協議会の福祉活動専門員 等） 

（２） 昭和６３年２月１２日社庶第２９号社会局長・児童家庭局長連名通知「指定施設におけ

る業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」

の別添２に定める職種 

（例：特別養護老人ホームの介護職員、身体障害者更生施設の介護職員、指定居宅サー

ビスの訪問介護員 等） 

（３） 昭和６３年２月１２日社庶第２９号社会局長・児童家庭局長連名通知「指定施設におけ

る業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」

に定める当該施設の長 

 

２ 全国の区域で以下の施設において業務に従事 

（１）国立身体障害者リハビリテーションセンター 

（２）国立光明寮 

（３）国立保養所 

（４）国立児童自立支援施設 

（５）国立知的障害児施設 等 

※国立高度専門医療センター又は独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第２項の委託を受けた施設、肢体不

自由児施設「整肢療護園」、重症心身障害児施設「むらさき愛育園」及び独立行政法人国

立重度障害者総合施設のぞみの園が設置する施設を含む。 

 


